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は じ め に

佐賀県信用保証協会の業務運営につきましては、平素より格別のご理解とご支援を賜り、

厚くお礼申し上げます。

さて、佐賀県の景気は、「新型コロナウイルス感染症の影響により、持ち直しに向けたテン

ポが緩やかになっている」とされています。また、消費動向や企業活動等の情勢でも同様に

判断されており、生産活動については「一部に供給面での制約や原材料価格高騰の影響が

みられるものの、持ち直しつつある」とされています。

令和３年度の新型コロナウイルス感染症の状況は、拡大と収縮を繰り返しながら収まる気

配さえ見せず長期化し、さらに「まん延防止等重点措置」を実施すべき区域に指定されるな

ど経済活動は制限され、県内の中小企業においては飲食業やサービス業などを中心に幅広

い業種で影響が続いていました。

こうしたなか、当協会ではコロナ禍の影響を受け資金繰り支援や経営改善策定支援が必

要な中小企業に対し金融機関、佐賀県中小企業活性化協議会（旧中小企業再生支援協議

会）等の関係専門機関及び協会内部の連携を図り支援に取り組みました。また、事業承継を

促進させるため、経営者保証を不要とする保証や経営者保証コーディネーターと協働し金

融機関への説明会を実施するなど、積極的に取り組みました。

ただ、長引くコロナウイルス感染症の影響、原油価格高騰及びウクライナ情勢などにより不

透明感がみられるなか、コロナ資金による過剰債務や据置期間経過による元金返済など業績

が回復出来ていない中小企業には負担が増していると認識しております。そのような中小企業

の資金繰り支援、経営・再生支援に今後も引き続き取り組んでいきたいと考えています。

本誌「DISCLOSURE 2022」は、当協会の業務について理解を深めていただくために、

概要や信用保証協会のしくみなどの説明と、令和３年度の事業活動及び今年度の経営計画

などについてご報告をするものであります。皆様のご理解を深めていただく一助となれば幸

いに存じます。

令和４年８月

佐賀県信用保証協会

会　長　池田 英雄
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　当協会のシンボルマークは、上部の右上に伸びるラインはＣｒｅｄｉｔ（信用）の頭文字「Ｃ」を、だ円との組み合わせで
Ｇｕａｒａｎｔｅｅ（保証）の「Ｇ」を、上下に向き合うラインはＳａgａの「Ｓ」を表すとともに「ｇ」の字もモチーフにデザイン。
　だ円は企業や経営者を意味し、公共的な信用保証融資による未来への発展や繁栄のバックアップをイメージして
います。また「Ｓ」を表す結び合うラインは中小企業と金融機関を結ぶ「架け橋」としての公的な保証人という協会の
役割もシンボライズしています。　SAGA GUARANTEE
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信用保証協会法
昭和２９年６月２８日
昭和２９年７月１日
121億8,076万円
内訳　　　基金 43億4,332万円
　　基金準備金 78億3,745万円
本所、唐津連絡所
3部6課制
4名（常勤理事3名、常勤監事1名）
35名

根 拠 法 律
設 　 　 立
事 業 開 始

基 本 財 産
（資本金に相当）

事 業 所
機 　 　 構
役 　 　 員
職 　 　 員

（令和4年4月1日現在）

事務所の建物外観

昭和２９年  ６月２８日
昭和２９年  ７月  １日

昭和２９年  ７月  １日

昭和２９年１１月  １日
昭和２９年１２月１３日
昭和３１年  ４月３０日
昭和３４年  ８月  ３日
昭和３５年  ５月１８日
昭和４７年  ７月１０日
平成元年  ３月  ４日
平成１５年  ４月２８日
平成26年  3月２4日

佐賀県信用保証協会　設立認可
佐賀県信用保証協会　設立登記

事務所を佐賀市蓮池町74（現柳町2-9）佐賀商工会議所（旧佐賀県労働会館）内に
設置し、事業開始
佐賀商工会館建設のため佐賀市蓮池町48（現柳町）大間商店内の仮事務所に移転
佐賀商工会館竣工により、佐賀市松原町73（現松原1-2-35）の同会館２階に移転
佐賀市呉服町11（現呉服元町8-1）佐賀銀行旧呉服町支店内に移転
佐賀市松原町73、佐賀商工会館2階に移転
唐津市大名小路1-54、唐津商工会議所内に唐津連絡所開設
佐賀商工会館2階西側から同2階東側に移転
事務所拡張のため同会館２階から４階に移転
管理部を同会館４階から５階に移転
佐賀市白山二丁目1－１２、佐賀商工ビル２・３階に移転

私たち佐賀県信用保証協会は、中小企業の多様なニーズに的確に対応できる良きパートナーとなり、
『信用保証』を通じて中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献します。

基本理念を実現するため、当協会の目指すべき姿を簡潔に示しました。
1

2

3

4

的確かつ迅速な「信用保証」を提供できる協会
多様化する中小企業のニーズに的確に対応できる協会
中小企業のパートナーとして信頼される協会
安定した経営基盤を確立し、将来にわたって地域経済の発展に貢献できる協会

基本理念・基本姿勢を実現するための具体的行動指針を示しました。
親切・丁寧な対応を心掛け、企業実態に即した適正保証の推進に努める。
社会規範を遵守し、責任をもって行動する。
役職員は自己啓発に努め、資質向上を目指す。
多様なニーズに対応するため、創意工夫に努める。
関係機関との連携を図り、中小企業の利便性の向上に努める。
経営資源の有効活用により、効率的・合理的な業務運営を目指す。

　当協会は、公共的使命と社会的責任を十分認識し、社会からの揺るぎない信頼の確立を図るため、役職員一丸となっ

てコンプライアンスの実践に積極的に取り組んでおります。

　また、これを実践していくために、『コンプライアンスマニュアル』を策定し、以下のように『信用保証協会倫理憲章』を

基本方針として、『具体的行動規範』に基づき、誠実かつ公正な業務の遂行を心がけています。

倫理憲章

法令やルールの
厳格な遵守

反社会的勢力
との対決

地域社会に対する
貢献

質の高い
信用保証サービス

信用保証協会の
公共性と
社会的責任

具体的行動規範

法令・ルール等の遵守

誠実な職務の遂行

守秘義務の履行

職務上の地位と関係者との付き合い

コンプライアンス関連事項への対応

反社会的勢力（不当要求行為）との対決

外部からの苦情・トラブルへの対応

職場秩序の維持

違反行為の報告

懲　罰

監　 事

職　　　　員　　　　等

理 事 会

報告・連絡・相談
指示
調査・チェック

コンプライアンス委員会

コンプライアンス担当者 
（各課の課長代理）

コンプライアンス統括会議
各部の部長・次長・課長・審査役

委 員 長
委  　員
事 務 局

会　　　長
常 勤 理 事
総 務 部 長

コンプライアンス統括部署

弁 護 士 等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

基本理念

基本姿勢

行動指針

プロフィール

コンプライアンス

コンプライアンス組織体制図

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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　当協会では、個人情報の適正な取り扱い、情報管理、漏洩事故防止などの社会的責務を果たすため、以下のとおり

「個人情報保護宣言」を制定し、また個人情報保護に関する法律（以下「個人情報保護法」）に定められている公表事項

等について当協会ホームページまたはパンフレットにて公表しています。

　　

　佐賀県信用保証協会は信用保証協会法（昭和28.8.10法律第196号）に基づく法人であり、中小企業等の皆様が

金融機関から貸付等を受けるについて、貸付金等の債務を保証することを主たる業務としており、信用保証協会の制度

の確立をもって中小企業等の皆様に対する金融の円滑化を図ることを目的としております。

　業務上、お客様の個人情報を取得・利用等をさせていただくことになりますが、お客様の個人情報の取扱いについて

以下の方針で取り組み、適正な個人情報の保護に努めてまいります。

　　個人情報に関する法令等の遵守

○当協会は個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）などの法令およびガイドライン等を遵守して、お

客様の個人情報を取り扱います。

　　個人情報の取得・利用・提供

○当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行のためにお客様の個人情報を適正に取得し、利用します。なお、利

用目的の詳細につきましては当協会ホームページ（または備え付けのパンフレット）の「個人情報保護法に基づく

公表事項等に関するご案内」の1「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公表しておりますのでご覧ください。

○取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、上記記載の利用目的以外には使用いたしませ

ん。

○取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、お客様の同意を得ないで第三者には提供・開

示しません。

○お客様の本籍地等の業務上知り得た公表されていない情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められ

る目的以外の目的には使用いたしません。

　　個人データの適正管理

○お客様の個人データについて、組織的・人的・物理的・技術的・安全管理措置を継続的に見直し、お客様の個人

データの取扱いが適正に行われるように定期的に点検するとともに、個人情報保護への取り組みを見直します。安

全管理措置の主な内容につきましては、当協会ホームページ（または備え付けのパンフレット）の「個人情報保護法

に基づく公表事項等に関するご案内」の９．「保有個人データの安全管理措置に関する事項」に公表しておりますの

でご覧ください。

　　個人情報保護の維持・改善

○当協会は、お客様の個人情報の取扱いが適正に行われるように定期的に点検するとともに、個人情報保護への取

り組みを見直します。

　　個人データの委託

○当協会は、個人情報保護法第27条第５項第１号の規定に基づき個人データに関する取扱いを外部に委託する場

合があります。

○委託する場合には適正な取扱いを確保するため契約の締結、実施状況の点検などを行います。

　　保有個人データ等の開示・利用目的の通知

○法令等に定める一定の場合を除き、お客様は、当協会が保有するお客様ご自身の個人データ等の開示およびその

利用目的の通知を求めることができます。

○請求の方法は当協会窓口に備置してある個人情報開示請求書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認書類を添

付して当協会窓口に持参（または郵送）ください。

○個人データの開示および利用目的の通知につきましては、郵送の場合は実費相当額をご負担いただきます。

　　保有個人データの内容の訂正等、利用停止等、第三者提供の停止

○当協会が保有する個人データについて、内容の訂正・追加・削除、利用停止、消去または第三者提供の停止のご要

望がある場合は、下記の窓口にご連絡ください。調査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、ご対応いた

します。

○ 6 7 の具体的な手続につきましては当協会ホームページ（または備え付けのパンフレット）の「個人情報保護法に

基づく公表事項等に関するご案内」の９⑶「開示等の求めに応じる手続等に関する事項」をご覧下さい。

　　質問・苦情について

○当協会は、お客様からの個人情報に関する質問・苦情について適切かつ迅速に取り組みます。

　　開示・利用目的の通知・内容の訂正等・利用停止等・第三者提供の停止・安全管理措置・相談・質問・苦情窓口

○当協会における個人情報等に関する各種のお問い合わせの窓口は以下のとおりです。

〒840－8689

佐賀市白山二丁目1番12号　佐賀商工ビル2階

佐賀県信用保証協会　総務部総務課

０９５２－２４－４３４０

1

2

3

4

5

6

7

8

9

個人情報保護への取り組み

個人情報保護宣言
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　信用保証協会は、中小企業者等の方々が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、『公的な保証人』となって金融
の円滑化を図ることを目的として設立された、信用保証協会法に基づく特殊法人です。

●根拠法律　　信用保証協会法（昭和28年8月10日法律第196号）
●関係法律　　中小企業信用保険法（昭和25年12月14日法律第264号）
●目　　的　　中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ること

を目的としています。（定款第1条）

●業     務
１　信用保証協会は、目的を達成するために次の業務を行っています。
①中小企業者が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対し
て負担する債務の保証
②中小企業者の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証
③銀行その他の金融機関が、株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付を行った場
合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入による債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこ
ととなる債務の保証
④中小企業者が発行する社債（当該社債の発行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第2条第3項に規定
する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第66条第
1号に規定する短期社債を除く。）のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
⑤金融機関と連携して中小企業の経営の改善発達を図るため、金融機関における、個々の中小企業者に対する
ア）既往の信用保証の付かない融資（以下「プロパー融資」という。）等の与信取引の状況やその推移
イ）業況や事業性の把握状況
ウ）今後のプロパー融資の実施方針を含めた支援の方向性
に着眼して柔軟に保証付き融資とプロパー融資のリスク分担を行う。
⑥信用保証協会法（昭和28年法律第196号）第20条第1項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営
の改善発達に係る助言その他の支援に関する事項で金融機関による支援効果が十分に発揮されない事由が
ある場合には、協会が必要に応じて期中管理及び専門家の紹介・派遣や助言等を含めた経営支援に努める。

⑦前各号に掲げる業務に付随し、信用保証協会の目的を達するために必要な業務

２　信用保証協会は、前項の業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、平成20年9月12日から次の
業務を行っています。
■ 新株予約権引受業務
　中小企業者に対する債務保証を行うに際して、信用保証協会が新株予約権を媒介としてより緊密な支援を行
うことを可能とすることを目的とする。
■ 債権譲受業務
　信用保証協会がその求償権先たる中小企業者の私的整理に反対する債権者（消極的な債権者）の有する債
権の譲受けを行うことで、私的整理段階における円滑な債権者調整を可能とし、求償権先の再生プロセスを促
進し、もって当該中小企業者に関する信用保証協会の回収の合理化を図ることを目的とする。
■ ファンド出資業務
　各地域に根ざし公的性質を有する信用保証協会の取組として、地域のファンドへの出資を通じて中小企業者
を支援することで、地方創生に貢献することを目的とする。

『信用保証協会事業の基本理念』

　信用補完制度とは、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者から成立つ「信用保証制度」と、信用保証協会が

株式会社日本政策金融公庫に対して再保険を行う「信用保険制度」の総称です。

　信用保証協会は、地方公共

団体、金融機関等から出捐金

や負担金を受け基金を造成

し、信用保証業務に伴うリス

クに対する資金的な裏付けを

し、信用保険制度により、代位

弁済に伴う負担が軽減されま

す。これにより信用保証協会

は、さらに広範な中小企業の

方の金融を円滑にすることが

できるようになります。

　このように、信用保証制度

と信用保険制度は有機的に

結合し、中小企業金融の円滑

化を支援しています。

国

地方公共団体

中小企業者

株式会社日本政策金融公庫

 信用保証協会 
（全国51協会）

金融機関

監督・出捐

保証申込

求償債務
返済

損失補償契約 保険契約

監督・出資

融資基金貸付

返　　　済

融　　　資

信用保険制度

*P9参照

信用保証制度

*P9参照
負担金

保証承諾

代位弁済

預託金

中小企業の皆様が金融機関から事業資金の

融資を受ける際、信用保証協会が公的な保証

人となることにより、中小企業者の資金繰りを

円滑にし、企業の育成を金融の側面から支援

する制度。

信用保証協会は、融資実行または契約締結時

に信用保証料を受領し、融資が不履行になっ

た場合は金融機関に対し代位弁済を行います。

保証債務の不履行（代位弁済）という保証協会

のリスクを、政府全額出資の株式会社日本政

策金融公庫の保険によってカバーする制度。

信用保証協会は、株式会社日本政策金融公庫

と信用保険契約を締結することによって、金融

機関に代位弁済を行った際、その代位弁済額

のうち、一定の金額を株式会社日本政策金融

公庫から保険金として受領します。

信用保険制度信用保証制度

信用補完制度
「信用保証制度」と「信用保険制度」の総称
中小企業金融円滑化のための強力なシステム

監
督・基
本
補
助
金

　信用保証協会は、事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対し、公的機関として企業の
将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し、『信用保証』を通じて、金
融の円滑化に務めるとともに、相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応するこ
とにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、もって中小企業の振興と地域経済の活力ある
発展に貢献しています。

信用保証協会の役割 信用補完制度について

信用補完制度の概略図
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①中小企業者は融資申込みの際、金融機関を経由して保証協会に保証申込み（②）をします。
　（県・市町制度資金は、市町の商工会議所・商工会が受付の窓口となります。）
③保証協会は、申込みのあった中小企業者について信用調査をします。
④保証協会は、審査の結果、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対し信用保証書を発行します。
⑤金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者に融資を行います。このとき、中小企業者には所定の信用保証料
を金融機関を通じて保証協会へ納めていただきます。
⑥中小企業者は、融資を受けたときの条件によって、金融機関に借入金を返済します。
⑦中小企業者が、何らかの事情で借入金の全額または一部の返済ができなくなったとき、その額について金融機
関は保証協会に対して代位弁済の請求をします。
⑧保証協会は、この請求に基づき、中小企業者に代わって借入金の残額を金融機関に代位弁済します。
⑨代位弁済により協会は、中小企業者に対する求償権を得て債権者となります。
⑩中小企業者及びその保証人は、保証協会に対して求償債務の返済をしていただきます。
　（Ｐ10 ｢信用保証業務の流れ」も参照下さい。）

⑥返　　　　　済

①保証付融資申込

⑤融　　　　　資
中小企業者

株式会社
日本政策
金融公庫

信用保証協会

金融機関

 信用保証協会 

③信 用 調 査

⑨求 償 権 取 得

⑩求償債務返済 ⑧代 位 弁 済

⑦代位弁済請求

④信用保証書発行

②信用保証依頼

①日本公庫と保証協会は信用保険契約を締結し、この保険契約に基づき日本公庫は保証協会の保証に対して保
険を引き受けます。
②保証協会は日本公庫に保険料を支払います。
③保証協会が金融機関に代位弁済したときは、日本公庫に保険金の請求を行います。
④日本公庫は信用保険の種類に応じ、代位弁済した元本金額の70％または80％を保険金として保証協会に支
払います。
⑤保証協会は代位弁済した中小企業者からの回収金を、保険金の受領割合に応じて日本公庫に納付します。

①信用保険契約

②保 険 料 支 払

③保 険 金 請 求

④保 険 金 支 払

⑤回 収 金 納 付

信用保証制度の当事者は、基本的には中小企業者、金融機関、信用保証協会（以下、
「保証協会」という。）の三者です。

信用保険制度の当事者は、政府全額出資の株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」
という。）と信用保証協会（以下、「保証協会」という。）の二者です。

信用保証制度のしくみ

信用保険制度のしくみ

　中小企業者等が、信用保証の申込をする場合、商工団体・市町を通じて申込みを

する方法（協会斡旋保証）と金融機関に対して保証付融資の申込みをする方法（金

融機関経由保証）の二通りがあります。これは、金融機関になじみのない中小企業を

信用保証協会の手で結びつけるという「斡旋保証」の利点と、「金融機関経由保証」

は保証申込手続を短時間で行うという利点があり、双方の利点を生かしながら受付

をしています。

　保証申込みを受けた保証協会は、経営者の人的信用、企業の将来性、発展性、返

済能力等について信用調査を行います。電話照会、面談、現地調査等により、信用調

査を行い、その結果に基づき審査を行っています。

　審査の結果、保証承諾する場合は、金融機関宛に「信用保証書」を発行し、金融機

関ではこれに基づいて融資が実行されます。融資の際に保証内容によって定められ

た保証料をいただきます。この保証料は、株式会社日本政策金融公庫に対する保険

料や保証協会を運営する上で必要な費用に充当するものです。

　倒産などの事由により中小企業者等が債務を返済できない事態（償還

不能）が生じた場合、保証協会では償還不能になった元金及び利息を金融

機関に支払います。これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われると、

金融機関に代わり保証協会が債権者となり、以後、中小企業者等及びその

保証人から返済を受けることになります。

　代位弁済後、保証協会は代位弁済の一定割合を株式会社日本政策金融

公庫から受領し、中小企業者等からの債権回収の義務を負います。保証協

会では、中小企業者等の実状に応じて債権の回収を図り、その回収金は填

補された割合に応じて株式会社日本政策金融公庫へ返納します。この債権

を「求償権」と呼び、求償権回収は保証協会の大切な業務となっています。

　平成１３年４月からは、一部債権の回収を保証協会債権回収㈱≪保証協

会サービサー≫に委託しています。

　融資を受けた中小企業者等は、金融機関との約定どおり債務を返済（償還）してい

ただきます。この償還が滞りなく行われているかどうかを把握・管理することを「期中

管理」といいます。この期中管理も保証協会の役割の一つです。

　また、信用保証協会は、金融機関や関係機関と連携強化を図り、保証後の中小企

業者等の経営状況等を継続的に把握し、状況に応じた適切な期中支援に努めてい

ます。

※当協会では、経営支援や期中支援を推進する部署として平成24年度から「経営

支援課」を設置しております。

保証申込み
受付

信用調査・
審査

保証承諾・
保証書発行

償　還・
期中支援

代位弁済

回　　収

返
済
不
能
と
な
っ
た
場
合

信用保証業務の流れ
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　中小企業信用保険法に定める中小企業者が対象で、個人の場合は従業員数が、会社の場合は資本金または常時使
用する従業員のいずれかが該当していることが必要です。
　また、特定非営利法人（ＮＰＯ法人）の場合は常時使用する従業員の数が下記に該当すれば規模要件を満たすことに
なります。特定事業を行うＮＰＯ法人は原則として対象となりますが、個別法により中小企業者と「みなされた」ＮＰＯ法
人は一部の保証制度のみ対象となります。

　中小企業信用保険法施行令で定める業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用いただけます。ただし、農
林・漁業、金融・保険業、サービス業のうち風俗関連営業等、宗教・政治・経済・文化団体、その他中小企業信用保険法等
において適用業種と認められない業種についてはご利用いただくことができません。また、許認可や届出を必要とする
事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要となります。

営業年数は問わず、客観的に事業を営んでいることが明らかであれば保証対象とします。
①個人…住居又は事業所のいずれかが佐賀県内にあるもの
　　　　（住居とは、現に居住していることが必要となります。）
②法人…佐賀県内に本店又は事業所を有するもの
　　　　（法人の本店が、単なる登記上の所在地で事業の実態がない場合を除きます。）
※地方自治体制度など制度要綱等で定めがある場合には、その定めによることとします。

※生計を一つにしている家族従業員、会
社の役員、全くの臨時的な従業員は、従
業員数に含まれません。

※組合は、当該組合が保証対象業種を営
むもの、又はその構成員の3分の2以
上が保証対象業種を営んでいれば対象
となります。

※医療法人、医業を主たる事業とする社
会福祉法人は、常時使用する従業員数
が300人以下の場合は対象となります。

※製造業等の「等」とは、卸売業、小売業、
サービス業以外の業種をいいます。

業　　　　　　種 資　　本　　金 常時使用する従業員数
製造業等（運輸業、建設業を含む）

卸 　 売 　 業

小 　 売 　 業

サ ー ビ ス 業

3 億 円 以 下

1 億 円 以 下

5,000万円以下

5,000万円以下

300人以下

100人以下

50人以下

100人以下

政令特例業種 資　　本　　金 常時使用する従業員数

ソフトウェア業及び情報処理サービス業

旅 館 業

ゴ ム 製 品 製 造 業
自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ
製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

3 億 円 以 下

3 億 円 以 下

5,000万円以下

900人以下

３00人以下

200人以下

（　　　　　　　　 　　）

※上記の保証限度額のうち、無担保保証の限度額は8,000万
円です。なお、無担保保証の限度額には、無担保無保証人保
証の限度額2,000万円含みますが、ご利用に際しては別途
要件があります。（従業員数、居住要件、納税要件等）

個 人 ・ 会 社
医 療 法 人 2億8 ,000万円

4億8 ,000万円

運転資金10年以内、設備資金15年以内。
ただし、不動産取得等資金については20年以内。
資金使途等に応じてご相談ください。

それぞれの制度の定めによります。

組 　 　 合

一 般 保 証

保証協会制度保証
県・市町制度融資　等

事業経営に必要な「運転資金」と「設備資
金」に限られます。

①個人……原則として不要です。
②法人……原則として法人代表者（実質
　　　　　経営者を含む）のみです。

必要に応じて、不動産又は有価証券など
を提供していただきます。

【責任共有制度のイメージ図】

　信用保証協会と金融機関が責任の共有を図り、両者が連携して、中小企業の皆さまの事業意欲等を継続的に把握
し、融資及びその後における経営支援や再生支援など、より一層適切な支援を行うこと等を目的として、平成19年10
月１日から責任共有制度が導入されました。

　責任共有制度とは、従来、原則100％保証（全額保証）であった保証付融資について、金融機関が一定のリスクを負
担する仕組みに変更したもので、「部分保証方式」と「負担金方式」があり、制度導入にあたり、各金融機関にて、次のい
ずれかの方式を選択していただいております。 この方式のどちらを採用しているかによって、ご利用になる際の信用
保証料、保証金額への影響はございません。
①部分保証方式……融資金額の80％を保証協会が保証する方式
②負担金方式……融資金額の100％を保証協会が保証するが、金融機関の保証利用実績＜代位弁済等実績率＞

に応じた一定の負担金をお支払いいただく方式

　原則としてすべての保証制度が、責任共有制度の対象となりますが、以下に掲げる保証制度については、責任共有
対象外制度として100％保証を継続します。

　責任共有制度導入に際して、零細企業であって、借入も小額な企業の方向けに、責任共有制度の対象除外となる保
証制度として創設された全国統一の保証制度です。

※上記のいずれにおいても負担割合は２割となり、同等です。
※責任共有制度導入前から実施されている部分保証制度（流動資産担保融資保証、特定社債保証等）は金融機関の方式選択にかかわらず、引き
続き部分保証となります。

①経営安定関連（セーフティネット）１～４号、６号
②危機関連保証
③災害関係保証
④創業関連保証（再挑戦支援保証を含む）、創業等関連保証
⑤特別小口保険に係る保証
⑥事業再生保証
⑦小口零細企業保証（※詳細は下記を参照ください。）
⑧求償権消滅保証
⑨中堅企業特別保証
⑩東日本大震災復興緊急保証
⑪経営力強化保証（責任共有制度の対象外となる保証の同額以内の借換に限る）
⑫事業再生計画実施関連保証（責任共有制度の対象外となる保証の同額以内の借換に限る）

ご 利 用 い た だ け る 方

融 資 限 度 額
保 証 期 間

常時使用する従業員数が20人以下　の法人・個人事業主の方（卸・小売・サービス業は５名以下）
2,000万円（既保証残高を含む）
10年以内（据置１年以内）

対象外の
保証制度

金融機関は80％の保証部分について、保証協会から代位
弁済を受けますが、残りの20％については、金融機関の負
担となります。

80％ 保証部分 20％ 非保証部分

80％ 保証協会の代位弁済額 20％ プロパー分

保証時点

代位弁済時点

部
分
保
証
方
式
の
場
合

金融機関は保証付債権の全額を保証協会から代位弁済を受
けることになりますが、事後的に20％の負担金をお支払い
いただくこととなります。

100％ 保証部分

100％ 保証協会からの代位弁済額 20％ 負担金

保証時点

代位弁済時点

負
担
金
方
式
の
場
合

※小口零細企業保証制度の概要

ご利用にあたって

企業規模

業　　種

所在地・業歴

保証限度額

保証期間

資金使途

連帯保証人

担　　保

責任共有制度について

責任共有制度の概要

責任共有制度の対象となる保証制度

保証をご利用いただける方

保証の内容

1

2

3

1 3

4

5

2

1
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■主な信用保証料率

定量評価 定性評価

財務その他経営に関する情報を基に、リスク計測モデル（ＣＲＤモデル）により、制度毎に第１区分～第９区分の範囲で料率を決定。これに定性情報を加味して料率を
決定します。
なお、区分対応する保証において次のいずれかに該当する事業者については、第５区分の保証料率に定性情報を加味して料率を決定します。
①個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない事業者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの
②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない事業者

借換保証は、利用する各制度に定める料率によります。

（＊）財務諸表の作成が義務付けられていない個人事業主については、弾力化前
の水準が据え置かれていますが、一定の周知期間経過後に見直しが検討さ
れる予定となっており、今後変更される可能性があります。

（注1）

（注２）

保
証
料
率
決
定

貸
借
対
照
表
を
作
成
し
て
い
る
か

ＮＯ

ＹＥＳ

責任共有対象外の場合
年1.35％

責任共有対象の場合
年1.15％
（＊）

財 務 評 価
（ＣＲＤを利用）

制度毎に第１区分～第９区分の
中から該当する料率を判別

定 性 要 因
●「会計参与設置会社」
　・・・・・・・・・・・0.1％割引

●有担保保証
　・・・・・・・・・・・0.1％割引

中
小
企
業
者

協
　
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
制
　
　
　
　
　
　
度

県制度

制　　度　　名
料　　　率　　　区　　　分　（注1）

⑨

0.45

0.39

0.39

0.39

0.45

0.45

0.50

0.45

0.45

0.45

⑧

0.60

0.51

0.51

0.51

0.60

0.60

0.70

0.60

0.60

0.60

⑦

0.80

0.68

0.68

0.68

0.80

0.80

0.90

0.80

0.80

0.80

⑥

1.00

0.85

0.85

0.85

1.00

1.00

1.10

1.00

0.90

1.00

⑤

1.15

0.98

0.98

0.98

0.95

0.68

1.15

1.15

0.95

1.35

0.95

1.15

0.95

0.80

0.97

1.15

④

1.35

1.15

1.15

1.15

1.35

1.35

1.60

1.35

1.07

1.35

③

1.55

1.32

1.32

1.32

1.55

1.55

1.80

1.55

1.17

1.55

②

1.75

1.49

1.49

1.49

1.75

1.75

2.00

1.75

1.27

1.75

①

1.90

1.62

1.62

1.62

1.90

1.90

2.20

1.90

1.35

1.90

普 通 保 証

根 保 証 （ 手 形 割 引 ）

当 座 貸 越 根 保 証

カ ー ド ロ ー ン 根 保 証

特 別 小 口 保 証

流動資産担保融資（ＡＢＬ）保証

中 小 企 業 特 定 社 債 保 証

借換保証 （注2）

小口零細企業保証

がんばる企業支援資金5000

経営安定関連保証

県 制 度 全 般

市 町 制 度

一般保証対応

経営安定関連対応

一般保証対応

経営安定関連対応

1～4号、6号

5号、7号、8号

　協会保証によって融資を受けた中小企業の皆さまには、信用保証協会との信用保証委託契約に基づき、協会保証を
ご利用いただいた対価として信用保証料をお支払いいただきます。この信用保証料は、株式会社日本政策金融公庫に
支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填・経費等、信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当するものです。

　平成19年10月の責任共有制度の導入に伴い、対象となる保証制度の保証料率も引き下げられました。
　また、従来の「保証金額に対する率」から「貸付金額に対する率」へ変更しました。これにより、利用する金融機関が
「部分保証方式」「負担金方式」のいずれの場合でも、同じ保証料率が適用されることになります。
　
●責任共有対象の
　　制度の場合

　従来原則一律であった保証料率が、平成18年4月から中小企業者の経営状況を踏まえた9区分の保証料体系とな
りました。これを保証料の弾力化といいます。
　利用する保証制度や金額によって適用される保証区分が、お客様の財務内容（直近2期分の決算報告書・確定申告
書）により料率区分が決定します。

　当協会では、保証料率の区分を決定する際、お客様の財務内容を中小企業信用リスク情報データベース（以下
「CRD」と言います）により評価しています。
　CRDとは、平成13年3月、中小企業庁が中心となって中小企業金融の円滑化を支援することを目的に創設された中
小企業に関する日本最大のデータベースです。

　保証料率の割引制度として、「会計参与設置会社に対する割引」と「有担保割引」があります。
○会計参与を設置している旨の登記を行った事項を確認できる会社について、0.1％の割引を行います。
○物的担保の提供をいただいた場合には、0.1％の割引が適用される保証もあります。

　セーフティネット保証や流動資産担保融資保証などの特別な保証制度は、政策的に配慮された一律の保証料率が適
用されます。
※セーフティネット保証等は、政策的に配慮された一律の保証料率で、料率も低く設定されていますが、経営状態が良
好な中小企業者の場合、一般保証を利用した方が保証料率が低くなる場合もあります。
　ご利用に際しては、信用保証料のメリット等を考慮のうえ、いずれかを選択いただけます。個別のケースにつきまして
は、お問い合わせください。

　信用保証料は、融資実行と同時（当座貸越根保証は契約締結時）に融資金融機関を通じてお支払いただきます。その
金額は、「信用保証決定のお知らせ（お客様用）」に記載されています。
　○分割納入について
　保証料は原則として一括払いですが、条件によっては、お申し出により分割払いも可能です。

　繰上償還により借入金を完済した場合は、お支払いいただいた保証料を所定の範囲で（計算額が1,000円を超える
もの）返戻しています。

区　分
導 入 前
導 入 後

①
2.20%
1.90%

②
2.00%
1.75%

③
1.80%
1.55%

④
1.60%
1.35%

⑤
1.35%
1.15%

⑥
1.10%
1.00%

⑦
0.90%
0.80%

⑧
0.70%
0.60%

⑨
0.50%
0.45%

信用保証料率決定のプロセス信用保証料について

1 責任共有制度導入後の信用保証料率1

保証料率の弾力化2

中小企業信用リスク情報データベース3

割引制度（定性評価）4

料率が一律の保証制度5

信用保証料の支払い等6

信用保証料の返戻7



　　伴走支援型特別保証制度・事業再生計画実施関連保証の保証状況

　　特別保証制度の取扱い

　　経営者保証を不要とする保証の利用状況

　　経営者保証を不要とする条件変更

　　法人への保証承諾のうち無保証人で保証した割合

　　経営支援部門の強化

　　事業承継支援の強化
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コロナ資金終了後の対応

期中支援（経営改善支援）、再生支援の取組み

中小企業・小規模事業者のニーズにあった保証の推進

創業５年以上創業５年未満

創業期
持続的発展 危機時

事業承継

中小企業者のライフステージイメージ図

成長・成熟期 再生期

《成長期》

● 創業者向け保証
○県新事業展開等
○創業・独立開業資金等 

● 設備投資資金
《安定期》
● 経営者保証を不要
とする取扱い

《後退期》
● 経営支援部門の強化

○県中小振興資金
○スクラム保証 等

● 小規模事業者向け保証
○県小規模一般資金
○小口零細資金
○各市町小口　等

● 危機関連保証
○佐賀県災害復旧資金

○専門家派遣事業
● 経営支援部門の強化
○専門家派遣事業
○返済緩和先の正常化
支援

「危機関連保証」
により迅速に対応

事業承継特別保証
経営承継関連保証
特定経営承継関連保証
事業承継サポート保証 等

保証状況

伴 走 支 援 型 特 別 保 証 制 度
事 業 再 生 計 画 実 施 関 連 保 証

申　　込
件　数
18
4

金　　額
3億2,130万円
1億2,500万円

保証承諾
件　数
13
4

金　　額
1億9,150万円
1億2,500万円

令和3年度
法人のみの保証承諾　Ａ
　うち無保証人で保証承諾した件数　Ｂ

Ｂ／Ａ

佐賀県
836
54

6.5%

全国
210,017
14,677
7.0%

取組内容
月 例 会 議
金 融 機 関 と の 研 修 会
承 継 特 別 保 証 提 案 先

取組実績
令和3年度12回開催し、今後の取組み方針等情報共有を行った。
九州ひぜん信用金庫（11月）、佐賀銀行（12月・3月）
60先

利用状況

事業承継特別保証制度

保証承諾
件　数
3

金　　額
5,148万円

派遣状況 紹介件数
5件

派遣事業
2件

●専門家派遣事業

支援内容
創 業 支 援（ 創 業 資 金 利 用 先 ）
経営改善支援

うち、専門家派遣事業利用先
うち、経営改善支援センター利用先
うち、独自で計画策定

再 生 支 援（ 活 性 化 協 議 会 関 与 先 ）
事業承継支援（専門家派遣事業利用先）

支援内容企業数
75社
217社
113社
74社
30社
93社
5社

申込
―
18社
18社
―
―
―
2社

計画提示（サポート会議）
―
19社
8社
8社
3社
12社
0社

モニタリング
59回
183回
85回
84回
14回
110回
2回

●中小企業再生協議会、経営改善支援センターほか取組状況

●事業承継保証の保証状況

●経営者保証コーディネーターとの連携した取り組み

利用状況

経営者保証を不要とする保証

保証承諾
件　数 金　　額

60
対前年同期比
7.9%

利用状況

経営者保証を不要とする条件変更

変更承諾
件　数

25
対前年同期比
277.8%

19億6,349万円
対前年同期比
7.0%

コロナ資金の後継資金として伴走支援型特別保証、事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）を創設しまし

た。コロナ禍のなか、経営改善等が早期に必要な中小企業者を対象に推進に努めました。しかし、令和２年度に実

施したコロナ資金により手元資金を確保している企業も多く利用は低調となりました。

協会において、協会利用先で経営改善支援が必要と思われる中小企業を抽出し、金融機関とそれら企業の取

組方針を協議した上で経営改善計画策定支援候補企業を選定し、選定した企業に協会の専門家派遣事業を紹介

し、経営改善計画策定支援に取り組みました。

●セーフティネット保証４号　令和２年３月２日に取扱開始（コロナによる地域指定47都道府県）

●セーフティネット保証５号　指定業種拡大（R2.5.1～R3.7.31）

令和３年度の主な取組み

（単位：件、％）

（単位：件、％）

（単位：件、％）



　　さがん中小企業支援ネットワーク会議

　　商工団体との金融懇談会等

　　金融機関優良店舗表彰

　　経営サポート会議
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経営改善計画等を策定された際、取引金融機関に協力を得るための機会として、あるいは計画実施後のフォ

ローアップとして、経営サポート会議で個別企業の支援に取り組んでいます。

佐賀県事業承継ネットワーク

中小企業・小規模事業者の経営支援や再生支援に関して、関係機関の目線の統一やスキルの向上を図るため

に、最新の経営支援施策や取組事例などを共有しています。県内に本店を置く金融機関や政府系金融機関、商工

団体、専門家（各種士業団体）で構成され、当協会が事務局を務めています。

なお、例年12月にネットワーク会議を開催しておりましたが、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響

もあり延期としました。

中小企業支援ネットワーク

下記5団体の金融懇談会に出席し、各地区の現況把握に努め金融機関および商工団体との連携を強化しま

した。

・商工団体（５団体）・・・神埼市商工会、みやき・上峰町商工会、鹿島商工会議所、唐津上場商工会、太良町商工会

保証利用の維持・拡大への取組みの強化

優良店舗表彰については、例年保証協会主催の金融懇談会で行っておりましたが、令和３年度は新型コロナウ

イルス感染症の影響を考慮し金融懇談会を中止しました。

よって、協会から優良店舗を訪問し日頃からの保証推進の感謝の意を表すとともに表彰盾を贈呈させていた

だきました。

佐賀県中小企業
活性化協議会

親族に事業を引き継ぎたい方、後継者が不在の方な

ど事業承継に関するご相談をネットワーク構成機関と連

携しながら取り組んでいます。

令和３年度も昨年に引き続き引き続き金融機関向け

の研修を開催し、事業承継ネットワーク事務局から「経

営者保証ガイドライン及びその特則」を、当協会から「事

業承継特別保証制度」の説明をしました。

中小
企業者

佐賀県
信用保証
協会

金融
機関

専門家

県

市町
商工団体

佐賀県
事業承継・
引継ぎ支援
センター

当協会では、中小企業の皆様に『信用保証』についてよ

り一層理解を深めていただくよう、様々な広報活動をおこ

なっています。

　当協会では、多くの方々に保証協会について知って

いただくために、ホームページを開設しております。協

会の概要や保証制度の紹介、協会からのお知らせを随

時掲載しています。なお、より多くの方々にご覧いただ

けるよう、佐賀電子書籍ポータルサイト「saga  

ebooks」へ、Monthly Report（保証月報）、各種制度

のパンフレット等も掲載いたしております。

　定期刊行物として、毎月１回「保証月報」を、県内の金融機関、商工団体等関係機関に配布しています。

　２０２２年度は佐賀の特産品である有田焼、唐津焼等、広く知っていただけるよう焼き物にまつわる写真を表紙に

しました。

ホームページアドレス
https：//www.saga-cgc.or.jp

サガイーブックス
https：//www.saga-ebooks.jp

広報活動について

ホームページによる情報発信

Monthly Reportの発行
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　　【友だち登録方法】

令
和
４
年
度
経
営
計
画

　昨年に引き続き、県内に本店を有する金融機関のご協力により、営業店の窓口に設置されているデジタルサイ

ネージに保証制度の案内を掲載しております。

　今後も中小企業者にメリットのある保証制度を掲載していきます。

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

当協会では令和３年７月にLINE公式アカウントを開設し、中

小企業者の皆さま、金融機関・商工団体の皆さまに、保証制度

や経営支援に関することなど、役立つ情報を配信しております。

是非、下記登録方法からご登録ください。

１．LINEの友だち追加から　ＩＤ検索　して登録

ID：＠saga‐cgc

２．LINEの友だち追加から二次元コード（QRコード）を

読み取って登録

　我が国経済は、内閣府の月例経済報告によると「景気は、持ち直しの動きが続いているものの、新型コロナウイルス感染
症による厳しい状況が残る中で、一部に弱さがみられる。先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続し
ていく中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、感染拡大による
影響や供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の
影響を注視する必要がある。」とされています。
　一方、県内経済の動向は、佐賀財務事務所の佐賀県内経済情勢報告によると「県内経済は、新型コロナウイルス感染症の
影響が引き続きみられるものの、持ち直しつつある。先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動を継続してい
く中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、感染症による影響や
供給面での制約、原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。」とされています。   
        

　県内中小企業の景況判断は、佐賀財務事務所の法人企業景気予測調査によると、「令和４年１～３月期は、全産業で「下
降」超に転じている。業種別にみると、製造業は、食料品や生産用機械器具等で「下降」超となっていることから、全体として
「下降」超に転じている。非製造業は、宿泊や飲食サービス等で「下降」超となっていることから、全体として「下降」超となっ
ている。
　規模別にみると、大企業は引き続き「上昇」超となっており、中堅企業、中小企業は引き続き「下降」超となっている。
　先行きを全産業で見ると、令和４年４～６月期は「上昇」超に転じる見通しとなっている。」とされています。

　令和３年度は、令和２年から始まった新型コロナウイルス感染症拡大による経済活動の制限・縮小に伴う影響に対処する
ために創設された「佐賀県新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金（令和２年６月12日受付終了）」及び「佐賀県新型
コロナウイルス感染症対応資金（令和３年３月31日受付終了）」（以下「コロナ資金」という。）の反動により、年度当初から
保証申込みが激減し、保証承諾は年度を通して低調な状況が続きました。これは、令和２年度にコロナ資金によって事業者
に対する資金供給が過去に例を見ない規模で実施されたことで、資金需要が一段落したことによるものと思われます。
　また、現在県内の企業倒産は低水準で推移していますが、これも、コロナ資金によって企業の資金繰りが下支えされた効
果の表れと考えられます。
　しかしながら、長引くコロナ禍で売上等が回復しないことに加え、過剰に債務を抱える企業もみられることから、コロナ資
金の返済据置期間が終了し、元金返済が本格化する今年度においては、企業倒産等が増加していくことが懸念されます。
　このように、令和４年度経営計画期間中においては、
　・　代位弁済の増加
　・　約定返済の変更による返済緩和企業の増加
　・　景気動向の不透明感
などを要因として、協会を取り巻く業務環境は大きく変動することが想定されます。

　・　コロナ禍の長期化など中小企業を取り巻く環境が厳しいなか、コロナ資金の元金返済が本格化する中小企業の資金
繰り支援を積極的に行うとともに、経営改善や事業承継などの支援が必要な中小企業に対し、経営支援部門などと連携
して専門家やアドバイザーを派遣する取組みを強化します。

　・　経営者保証が中小企業の事業承継や経営者の再チャレンジが進まない一因となっており、将来の事業承継や再チャ
レンジの促進を図るため、金融機関と連携を図りながら経営者保証を不要とする保証を推進します。

　・　全国信用保証協会連合会（以下、「連合会」という。）を中心に進められている保証業務の電子化については、引き続き
情報の収集に努めるとともに、県内の金融機関との意見交換を行いながら円滑な開始に向けての準備を具体化します。

リーフレットの作成

ＬＩＮＥ配信

令和４年度経営計画

1.業務環境

2.業務運営方針

経営の透明性向上に向けた取組みとして「年度経営計画」を策定しましたので、公表いたします。

保証部門1

佐賀県の景気動向1

中小企業を取り巻く環境2

信用保証協会を取り巻く環境3
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　・　円滑な事業承継を後押しする「承継特別」の利用促進を図るために次のように取り組みます。
ア　経営者保証コーディネーターとの定期会議において、今後の取組方針などを確認します。
イ　金融機関ごとの承継特別見込先及び経営者年齢が高齢（60歳以上）の保証申込先に対して、事業承継の取組
状況を確認し、「承継特別」を紹介するなど金融機関と連携しながら取り組みます。

　・　専門家派遣事業により事業承継までの計画策定を支援した先に対して、その後の進捗状況を確認すべくモニタリン
グに取り組みます。

　・　令和３年度から開始した経営支援効果測定のための各種支援の蓄積データについて、データの積み上げを継続する
とともに、その検証作業に取り組み、令和５年度に選定する経営支援効果測定指標に繋げます。

　「創業支援」　………　創業計画に対する創業後の実績などについて
　「経営改善支援」　…　経営改善計画に対する事業実績について
　「再生支援」　………　再生計画に対する事業実績について
　「事業承継支援」　…　事業承継計画に対する進捗状況について

　・　経営・再生支援業務を強化するため、業務統括部から経営支援部門と回収部門を分離して経営支援部に組織改正する
とともに内部体制の強化を図ります。

　・　経営支援にかかる知見や豊富な経験を有する外部の専門家を「経営支援サポーター（仮称）」に任命して派遣する制
度を創設し、今後増加が見込まれる経営改善支援先に伴走しながら課題の解決やニーズの把握を行うとともに、必要に
応じて経営改善計画策定に繋げていきます。

　・　求償権先への再生支援を図るため、回収部門と連携しながら中小企業活性化協議会を活用した求償権消滅保証に積
極的に取り組みます。

　・　コンプライアンス・プログラムの着実な実施によりコンプライアンス態勢の維持・向上を進めます。また、反社会的勢力
等の排除に向けた取組みを継続し、不正利用等の防止を徹底します。

　・　近年の様々な危機に対応するための情報収集と迅速な対応を図ります。

　・　外部研修への参加や関係機関との勉強会による専門的知識の習得と、セミナー等への講師派遣やＯＪＴの実施を通し
て職員のスキルアップを図ります。

　・　年間健康推進計画を着実に実施し、職員の健康管理と職場環境の充実を進めます。

　・　令和３年７月に開設したＬＩＮＥ（ＳＮＳ）等により、協会の保証推進活動や関係機関の取組みをタイムリーに発信し、信
頼度及び存在感を高める情報発信に努めます。また、同年７月に誕生したオリジナルキャラクター（ネーミング：かちうみ
ん）を活用し、広報活動を通して保証利用企業者の維持を図ります。

　・　保証業務の電子化に関するシステムについては連合会を中心に開発が進められており、引き続き連合会からの情報
収集に努めるとともに、参加対象となる県内の金融機関との意見交換を行い、協会のハード面、ソフト面で整備を進め電
子化推進のための準備を具体化していきます。

　・　電子化推進と協会業務の生産性を高めるため、システム部門を中心に部署横断的にプロジェクトチームを立ち上げ、
計画的に電子化の取組みを進めるための方向性の検討と将来の電子化計画を策定します。

　コロナ禍の長期化などによる業績の悪化で資金の再調達や返済緩和の条件変更申込の増加が見込まれるため、中小企業
の業績回復状況などを確認しながら、柔軟かつ迅速に対応し拡充された「伴走支援型特別保証」などを活用して、中小企業
の資金繰りを積極的に支援します。
　また、経営改善や事業承継などの支援が必要な中小企業に対し、経営支援部門と連携して専門家を紹介する取組みの強
化を図ります。
　さらに、コロナ禍で休止している定例相談会をリモート活用など非対面で開催し、経営支援や金融支援などについての相
談に応じていきます。           

　経営者保証を不要とする保証への取組みについては、「財務要件型無保証人保証」及び「金融機関連携型」、「担保充足
型」の保証を推進しつつ、金融機関及び関係団体への更なる制度の周知のために広報活動も継続します。
　また、事業承継における経営者保証を不要とする取組みについては、事業承継が経営課題になる可能性がある経営者年
齢が60歳以上の保証申込企業に対して後継者の有無や事業承継への取組状況などを確認し、経営支援部門などと連携し
ながら経営者保証を不要とする保証の推進に取り組みます。

　システム導入に向けて引き続き連合会からの情報収集に努めるとともに、参加対象となる県内の金融機関との意見交換
を行い、電子化推進のための準備を具体化していきます。
　また、電子化に伴い事務フローの変更が見込まれるため、内部体制や規程の見直しに着手します。
　さらに、システム開発に先駆けて押印レス化などの書式改正が順次進められており、金融機関への説明会開催などで周
知を図りながら円滑な移行に努めます。

　・　協会が選定する経営改善候補先や保証申込みや返済緩和の条件変更申込み先で経営改善が必要と判断した先に対
し、専門家派遣事業の活用に加え、後述の経営支援サポーター（仮称）の派遣により、経営改善支援を行います。

　・　コロナ禍などの影響を受けている中小企業については、金融機関や中小企業活性化協議会（旧中小企業再生支援協
議会）と連携しながら、「収益力改善に向けた計画支援制度」を活用した経営改善計画策定の促進とその実行の支援に
取り組みます。
　また、金融支援が必要な場合は、リスケジュールの対応や伴走支援型特別保証などで新たな資金を支援するなど資
金繰りの安定化を図ります。

　・　中小企業経営診断システム（ＭcＳＳ）の経営診断報告書を活用し、経営改善が必要な中小企業がその必要性を理解
して取り組む意欲を引き出していきます。

　・　中小企業にとって厳しい経営環境が当面続くことから、返済緩和による条件変更や代位弁済の増加が見込まれるため、
期中支援（経営改善支援）及び再生支援の取組みをさらに強化します。

　・　事業承継ネットワーク事務局及び金融機関と連携しながら事業承継の実現に取り組むとともに、事業承継計画支援実
施先にはその進捗状況を確認していきます。

　・　経営支援の効果測定のために蓄積しているデータの検証作業に取り組み、効果測定指標の選定に繋げます。
　・　これらを実施していくために経営支援部門の組織強化を図ります。

　・　コロナ禍による代弁の増加など厳しい回収環境が続くなか、求償権回収の効率化を図るため、初動を徹底するととも
に関係者の実情を把握し、損害金減免及び一部弁済による保証債務免除や事業再生支援を推進していきます。

　・　管理事務停止や求償権整理を促進し、効率的な管理に努めます。

　・　公的な総合支援機関としての責務を果たしていくため、引き続き内部管理体制の強化に取り組みます。
　・　内外における急激な業務環境の変化に注視し情報収集に努めながら、人材の育成と職場環境の充実を図ります。
　・　保証協会の信頼度や存在感を高めるために情報発信に努めます。
　・　保証業務の電子化を推進するための準備を具体化します。

項　　目
保 証 承 諾
保証債務残高
代 位 弁 済
回 収

金　　額
150億円

1,750億円
14億円
5.6億円

前年度計画比
50.0%
91.1%
116.7%
101.8%

3.主な重点課題

　令和４年度の保証承諾等の主要業務数値（見通し）は、以下のとおりです。

4.保証承諾等の見通し

コロナ禍などにおける資金繰り支援への取組み

経営者保証を不要とする保証への取組みの強化

1

保証業務の電子化へ向けた継続的な取組み3

期中支援（経営改善支援）及び再生支援の強化4

2

事業承継支援の強化

経営支援部門の組織体制の強化

5

経営支援効果測定のための蓄積データの検証6

7

内部管理体制の充実

人材の育成と職場環境の充実

8

9

広報活動の充実

業務の効率化と電子化の推進

10

11

回収部門3

期中管理・経営支援部門2

その他間接部門4
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保 証 承 諾

保証債務残高

代 位 弁 済

実 際 回 収

5年度4年度3年度

対前年度
計画比

89.3％

88.0％

129.4％

101.8％

金額

250

1,540

22

5.7

対前年度
計画比

93.3％

91.1％

141.7％

101.8％

金額

280

1,750

17

5.6

対前年度
実績見込比

17.1％

94.6％

176.5％

103.8％

対前年度
計画比

100.0％

246.2％

126.3％

78.6％

金額

300

1,920

12

5.5

　佐賀県信用保証協会は、公的な「保証機関」として中小企業者の資金調達の円滑化を図り、中小企業者の育成と

地域経済の発展に貢献します。

　令和３年度から５年度までの３か年の中期事業計画における業務運営の基本方針として、以下に掲げる事項に取

り組んで参ります。

　未だコロナ禍の終息が見えないなか、業績回復が遅れている中小企業からの更なる資金導入や返済緩和の条件

変更の相談に積極的に対応し、中小企業の資金繰り支援に努めます。

　また、経営状況の悪化などにより専門的な助言が必要と思われる中小企業へ、専門家を紹介する取組みを強化し

ます。

　中小企業の事業承継や経営者の再チャレンジが進まない一因として経営者保証が課題となっており、そのため

「経営者保証に関するガイドライン」に沿って経営者保証に依存しない保証を推進してきました。しかし、依然として

事業承継の遅延や再チャレンジへの機会の喪失があり、将来の事業承継や再チャレンジの促進を図るために、金融

機関と連携を図りながら経営者保証を不要とする保証を推進します。

　全国信用保証協会連合会を中心に「保証事務の電子化」の検討が進められており、システム開発に先駆けて令和

３年度から事務の効率化に資する手続きの変更が実施されるため、事務手続きの見直しや関係団体への周知等に

取り組みます。

　コロナ資金などで中小企業の金融債務は増大し、コロナ禍により景気の先行きが不透明となっているなか、特に

コロナ禍の影響を受けている中小企業に対し、金融機関や支援機関と連携強化を図りながら期中支援（経営改善支

援）や再生支援に積極的に取り組みます。

　中小企業の事業承継や経営者の再チャレンジが進まない一因として経営者保証が課題となっており、そのため

「経営者保証に関するガイドライン」に沿って経営者保証に依存しない保証を推進してきた。そのような事業承継の

阻害要因の解決策として「事業承継特別保証制度（以下、「承継特別」という。）」を推進し、事業承継が実現するよう

積極的に取り組む。また、必要に応じて「事業承継計画策定支援」にも取り組みます。

第６次中期事業計画（令和３年度～５年度）

コロナ資金終了後の中小企業者への資金繰り支援

経営の透明性向上に向けた取組みとして「第６次中期事業計画」を策定しましたので、公表いたします。

経営者保証を不要とする保証の推進

1

2

保証手続きの電子化への取組み3

期中・再生支援の強化4

事業承継支援の強化5

　平成30年度に中小企業に対する経営支援が協会の業務として新たに位置づけられ、積極的に取り組んできまし

た。そのようななか、経営支援の取組みが今後更に向上していくためには、その効果を検証し、更なる工夫や改善を

していくことが重要です。

　そのために本中期事業計画期間の３か年を準備期間として、当協会における経営支援の効果を測定するため以

下のデータを蓄積し、次回の第７次中期事業計画でこれらを踏まえた経営支援にかかる定量的な効果検証の指標及

び目標値を明記する方針です。

　〇　創業者支援

　　　創業後のモニタリング実施方法、モニタリング結果、相談内容、相談内容の対応策

　〇　経営改善支援

　　　関与する支援機関、専門家派遣の内容、経営サポート会議及び金融支援内容、モニタリング結果、ＣＲＤ財務

点数

　〇　再生支援　

　　　再生支援協議会の計画内容、モニタリング結果、ＣＲＤ財務点数

　〇　事業承継支援

　　　申込み内容、専門家派遣の内容、事業承継予定時期、モニタリングの結果

　求償権の回収環境は有担保求償権の減少や第三者保証のない求償権の増加等による質的劣化が進んでいるこ

とに加え、コロナ禍の影響による代位弁済の増加により今後更に厳しくなると予想されます。

　このようななか、求償権回収の効率化を図るため、初動を徹底するとともに関係者の実情を踏まえた細やかな対

応や再生支援の目線を取り入れた対応を図ります。

　また、回収見込みの早期見極めにより管理事務停止や求償権の整理を推進し、管理の効率化に取り組みます。

　協会の公共性と社会的責任の重さを認識し、運営基盤の安定化を図るとともに、近年の様々な危機に対応できる

組織体制づくりを推進します。また、健全な業務運営を通じて当協会への信頼を確立するため、業務環境の変化に対

応できる人材の育成と情報発信を図ります。

【保証承諾等の見通し】

　令和３年度から５年度の保証承諾等の主要業務数値（見通し）は以下のとおりです。

経営支援（創業・期中・再生・事業承継）の効果測定のためのデータ蓄積

求償権管理・回収の効率化

6

7

その他間接部門8

（単位：億円）
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（令和4年3月31日現在  単位：円）

（令和4年3月31日現在  単位：円）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方
　科　　　　　目 　 

現 金
現 金
小 切 手

預 け 金
当 座 預 金
普 通 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
郵 便 貯 金

金 銭 信 託
有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
受 益 証 券

そ の 他 有 価 証 券
新 株 予 約 権
再 生 フ ァ ンド 出 資

動 産 ・ 不 動 産
事 業 用 不 動 産
事 業 用 動 産
所 有 動 産・不 動 産

損 失 補 償 金 見 返
保 証 債 務 見 返
求 償 権
譲 受 債 権
雑 勘 定
仮 払 金
保 証 金
厚 生 基 金
連 合 会 勘 定
未 収 利 息
未 経 過 保 険 料
　合　　　　　　計　

金　　　　　額
145,449
145,449

0
5,366,974,811

0
1,544,037,383

0
3,815,000,000

7,937,428
0

13,901,412,000
0

2,699,520,000
11,199,892,000

2,000,000
0
0
0
0

571,086,590
564,868,237
6,218,353

0
15,794,093,627
196,358,162,164

234,829,523
0

405,763,229
193,600

0
86,540,000
935,824

36,243,071
281,850,734

232,632,467,393

　科　　　　目　　
基 本 財 産
基 金
基 金 準 備 金

制 度 改 革 促 進 基 金
収 支 差 額 変 動 準 備 金
責 任 準 備 金
求 償 権 償 却 準 備 金
退 職 給 与 引 当 金
損 失 補 償 金
保 証 債 務
求 償 権 補 填 金
保 険 金
損 失 補 償 補 填 金

借 入 金
長 期 借 入 金
（うち日本政策金融公庫分）
短 期 借 入 金
（うち日本政策金融公庫分）
収支差額変動準備金 造成資金

雑 勘 定
仮 受 金
保 険 納 付 金
損 失 補 償 納 付 金
未 経 過 保 証 料
未 払 保 険 料
未 払 費 用

合 　 　 　 　 　 　 計

資　　　　　　　　　産
　　科　　　　　目　　
現 金
預 け 金
金 銭 信 託
有 価 証 券
そ の 他 有 価 証 券
動 産 ・ 不 動 産
損 失 補 償 金 見 返
保 証 債 務 見 返
求 償 権
譲 受 債 権
雑 勘 定
合 　 　 　 　 　 　 計

金　　　　　額
145,449

5,366,974,811
0

13,901,412,000
0

571,086,590
15,794,093,627
196,358,162,164

234,829,523
0

405,763,229
232,632,467,393

負　　　　　　　　　　債
　　科　　　　　目　　
責 任 準 備 金
求 償 権 償 却 準 備 金
退 職 給 与 引 当 金
損 失 補 償 金
保 証 債 務
求 償 権 補 填 金
借 入 金
雑 勘 定
 

合 　 　 　 　 　 　 計
正　　味　　財　　産

金　　　　　額
12,180,760,629
4,343,315,100
7,837,445,529
165,676,753

2,031,103,095
1,178,427,013
78,594,087
469,043,990

15,794,093,627
196,358,162,164

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,376,606,035
3,037,934

116,790,502
32,590,045

4,219,746,967
168,538

4,272,049

232,632,467,393

金　　　　　額
1,178,427,013
78,594,087
469,043,990

15,794,093,627
196,358,162,164

0
0

4,376,606,035

218,254,926,916
14,377,540,477

令和３年度事業報告

現金
預け金

有価証券

不動産等

求償権

損失補償金見返

未経過
保険料

その他

借方
現金・預け金

【貸借対照表】

保証の利用を促進するた
め、金融機関へ預け入れを
しています。

未経過保険料
株式会社日本政策金融公
庫に支払った保険料のう
ち、翌事業年度にかかる部
分を計上しています。

有価証券
代位弁済の支払準備資産
として国債・地方債・社債
等を保有しています。

求償権
経理上の求償権は、代位
弁済した金額から回収金
並びに株式会社日本政策
金融公庫からの保険金受
領分を控除した額です。こ
の中には、地方公共団体か
らの損失補償金受領額も
含まれています。貸方の求
償権補填金がこれに当た
ります。

基本財産

制度改革促進
基金

収支差額
変動準備金

責任準備金

求償権償却
準備金

退職給与
引当金

求償権
補填金

損失補償金

未経過
保証料

未払保険料

その他

貸方

制度改革促進基金
協会が金融機関との適切
な責任共有を図る保証制
度により生じた損失などを
優先的に処理するための
基金です。

収支差額変動準備金
収支差額に欠損が生じた
場合や、急激な保証の増
大等により、基本財産の増
強が必要となった場合に
備えて、協会経営の安定
のために積み立てておく
ものです。

地方公共団体等が保証協
会の債務履行に基づく損
失につき補償を行う限度
額を計上します。

基本財産
株式会社の資本金に相当
します。出資金としての性
格をもつ出捐金と、金融機
関負担金からなる【基金】、
過去の収支差額の累計
【基金準備金】の2つから
なっています。

損失補償金

受入保証料のうち当該決
算期間の未経過分（次年
度以降に係る保証料）を計
上します。金融機関に対す
る預託の原資として活用
されています。

未経過保証料

損失補償金見返
貸方の損失補償金のうち、
地方公共団体等が行う損
失補償限度額の見返りと
して計上しています。

貸借対照表

財産目録

用語解説



令
和
３
年
度
事
業
報
告

20
22 SA

G
A

 G
U

A
R

A
N

T
E
E

令
和
３
年
度
事
業
報
告

28

20
22 SA

G
A

 G
U

A
R

A
N

T
E
E

27

支 出 の 部

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで  単位：円）

収 入 の 部

経 常 支 出
業 務 費
役 職 員 給 与
退職給与引当金繰入
そ の 他 人 件 費
旅 費
事 務 費
賃 借 料
動 産・不 動 産 償 却
信 用 調 査 費
債 権 管 理 費
指 導 普 及 費
負 担 金
借 入 金 利 息
信 用 保 険 料
責任共有負担金納付金
雑 支 出
合 計
経 常 収 支 差 額
経 常 外 支 出
求 償 権 償 却
譲 受 債 権 償 却
有 価 証 券 償 却
雑 勘 定 償 却
退 職 金
責 任 準 備 金 繰 入
求償権償却準備金繰入
そ の 他 支 出

合 計
経 常 外 収 支 差 額
制度改革促進基金取崩額
収支差額変動準備金取崩額
当 期 収 支 差 額
収支差額変動準備金繰入額
基 本 財 産 繰 入 額

経 常 収 入
保 証 料
預 け 金 利 息
有価証券利息配当金
調 査 料
延 滞 保 証 料
損 害 金
事 務 補 助 金
責 任 共 有 負 担 金
雑 収 入
  

  

  

合 計

経 常 外 収 入
償 却 求 償 権 回 収 金
責 任 準 備 金 戻 入
求償権償却準備金戻入
求 償 権 補 填 金 戻 入
保 険 金
損 失 補 償 補 填 金
補 助 金
そ の 他 収 入

合 計

577,993,152
282,903,296
24,653,040
77,800,462
170,290

70,879,348
7,815,977
34,335,378
261,534

37,568,266
17,182,276
24,423,285

0
789,995,201

0
5,500

1,367,993,853
834,033,329

768,251,010
0
0
0
0

1,178,427,013
78,594,087

2

2,025,272,112
4,661,085
46,714,519

0
885,408,933
442,704,000
442,704,933

1,179,328,093
2,484,466

143,551,449
0
0

20,212,114
719,215,780
124,114,000
13,121,280

 
 
 
 
 

 
2,202,027,182

 
 

76,057,270
1,221,540,924
55,859,118
676,475,885
633,379,603
43,096,282

0
0

2,029,933,197

科　　　　　目 科　　　　　目 金　　　　　額金　　　　　額

収支計算書

業務費

借入金利息

信用保険料

求償権償却

責任準備金
繰入

求償権償却準備金
繰入

その他

当期収支
差額

支出

責任準備金繰入

【収支計算書】

景気変動等により代位弁済
が想定以上に増加した場合
の備え（支払い基金）として、
保証債務残高に対して一
定の割合を積み立ててい
ます（洗替え方式）。

求償権償却
準備金繰入

協会資産の健全性を保つ
ために、年度末求償権のう
ち回収困難な額を見積もっ
て一定の割合を積み立て
ています（洗替え方式）。

信用保険料
株式会社日本政策金融公
庫へ支払う信用保険料で
す。（当期支払保険料+前
期末未経過保険料+当期
末未払保険料－前期末未
払保険料－当期末未経過
保険料）を計上しています。

求償権償却
年度末求償権のうち法的
整理等の結果、回収不能と
なって償却した求償権や
当年度受領した保険金相
当額等を計上しています。

当期収支差額
全額基本財産（収支差額
変動準備金を含む）に組入
れ、当協会が健全な運営を
行い、公共的使命を果たし
ていく上で必要不可欠な
基本財産等の充実に充て
ています。

保証料

預け金
利息等

その他

責任準備金
戻入

求償権償却準備金
戻入

求償権補填金
戻入

その他

収入

経
常
支
出

経
常
外
支
出

経
常
収
入

経
常
外
収
入

預け金利息等
金融機関に預け入れた預
託金の受取利息と、代位弁
済の支払準備金資産として
保有している国債・地方債
等からの利息配当金です。

保証料
決算上の保証料は、受入保
証料のうち当該決算期間
に対応する額（前期末未経
過保証料＋当期受入保証
料－当期末未経過保証料）
を計上しています。

制度改革促進基金
取崩額

収支差額変動準備金
取崩額

責任共有制度による保証
により生じた損失などを制
度改革促進基金を取崩し
て補填します。

収支差額に欠損が生じた
場合、収支差額変動準備金
を取崩して補填します。

用語解説
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　基本財産とは、一般企業の資本金に相当するものです。信用保証協会が引き受けた保証債務の最終担保的な性格が

あり、このことから、佐賀県信用保証協会が引き受けできる保証債務の最高限度額は、定款の定めにより基本財産の

42.8倍（定款倍率といいます。）と定められています。このため、中小企業の保証需要に安定して応え、公共的使命を果

たしていくためには、基本財産の充実が不可欠となっています。

　基本財産は①基金②基金準備金で構成されています。

①基金は、県・市町村からの拠出である出捐金（しゅつえんきん）と金融機関等負担金で構成されています。

②基金準備金は、毎事業年度決算における収支差額のうち、基金準備金として繰り入れた累計で、信用保証協会の自

己造成資金です。

基本財産の内訳

基本財産121億81百万円

①基　　金

　地方公共団体出捐金

　金融機関等出捐金・負担金

②基金準備金

43億43百万円

32億円

11億43百万円

78億37百万円

（令和4年3月31日現在）

②基金準備金64.3％ ①基金35.7％

基本財産について

基本財産の構成

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

14,000,000

12,000,000

基金 基金準備金

（単位：千円）

（単位：千円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度平成27年度 平成28年度 平成29年度

基本財産の推移

基本財産

年　度 基本財産

11,606,686
11,634,888
11,695,006
11,722,101
11,738,056
11,738,056
12,180,761

基　　金
4,343,315
4,343,315
4,343,315
4,343,315
4,343,315
4,343,315
4,343,315

基金準備金
7,263,371
7,291,573
7,351,691
7,378,786
7,394,741
7,394,741
7,837,446

基本財産とは

平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和２年度
令和３年度

★かちうみんのネーミング由来
中小企業者の価値（かち）を生み（うみ）出すお手伝いをし
有明・玄海の海（うみ）のように広く佐賀県の発展に貢献する

★かちうみんのプロフィール
身長・体重 ……… サッカーボール１個分くらい
好きな食べ物…… おにぎり（佐賀県産の米と海苔なら最高！）
趣　　味 ……… サッカー観戦（サガン鳥栖の大ファン）、

裸足で歩きまわること、大空を飛びまわること
特　　技 ……… 県内事業者の皆さんを支えること 協会マスコットキャラクター

「かちうみん」
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金融機関群別保証承諾

業種別保証承諾

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）制度別保証承諾

0

200
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600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
(億円) (千件)

令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度

令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度

令和３年度

令和２年度

令和２年度

令和２年度平成29年度 平成30年度 令和元年度

0

500

1000

1500

2000

2500
(億円) (千件)

(億円) (件)

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

30

（単位：千円）

年　　度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

件　数

2,408

2,329

2,456

10,095

1,546

金　　額

24,132,913

24,363,115

25,461,598

184,325,247

16,656,211

保証承諾

（単位：千円）

年　　度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

件　数

10,461

9,979

9,723

14,184

14,262

金　　額

78,847,814

76,201,754

74,391,263

203,475,554

196,358,162

保証債務残高

（単位：千円）

年　　度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

件　数

88

88

105

66

70

金　　額

689,199

732,987

936,558

670,557

834,151

代位弁済

信用保証の動向

県特別対策資金
47.0

流動資産担保融資 2.0
特定社債 1.6

カードローン 1.5

アタック 0.6
がんばる5000 0.3

事業再生計画実施関連 0.8

ＴＡＧ保証 6.8
危機関連保証 0.5

承継特別 0.3

伴走特別 1.1

県短期 0.2

県小規模一般 1.7

県小規模小口事業 0.3

根保証 1.0

経営安定関連 0.1
当座貸越 1.7

製造業
15.0

建設業
21.6

卸売業
9.5

小売業
14.7

サービス業
19.3

その他の産業 0.6
不動産業 5.2

鉱業 0.1

農林漁業 0.1

飲食業 5.0
運送倉庫業 8.9

地方銀行
58.4

第二
地方銀行
11.7

信用金庫
20.4

都市銀行 0.5政府系金融機関 1.2
信用組合 7.8金　　融　　機　　関

都 市 銀 行
地 方 銀 行
第 二 地 方 銀 行
信 用 金 庫
信 用 組 合
政 府 系 金 融 機 関
農 業 協 同 組 合
合 計

業　　　　　　　　種
製 造 業

食 料 品
繊 維 品
木 材・木 製 品
家 具 ・ 建 具
紙 工 業
印 刷 製 本 業
化 学 工 業
石 油・石 炭 製 品
ゴム・プラスチック
ゴ ム 製 品 製 造 業
皮 革 工 業
窯 業
機 械
電 気 機 器
車 両
船 舶
金 属
ソ フ ト ウ ェ ア 業
情報処理サービス業
そ の 他 の 工 業

農 林 漁 業
鉱 業
建 設 業
卸 売 業
小 売 業
飲 食 業
運 送 倉 庫 業
サ ー ビ ス 業
不 動 産 業
そ の 他 の 産 業
合 計

制　　　　度　　　　名
〔協　　会　　制　　度〕

特 定 社 債
流動資産担保融資
普 通 保 証
根 保 証
特 別 小 口
経 営 安 定 関 連
創 業 関 連
長 期 経 営
当 座 貸 越
カ ー ド ロ ー ン
ア タ ッ ク
小 口 零 細 企 業
が ん ば る 5000
が ん ば る 500
事 業 再 生 円 滑 化
全 国 緊 急
震 災 緊 急
経 営 力 強 化 保 証
事業再生計画実施関連
Ｔ Ａ Ｇ 保 証
経 営 承 継 準 備
危 機 関 連 保 証
承 継 特 別
伴 走 特 別
そ の 他

〔県　　　制　　　度〕
県 中 小 振 興
県 短 期
県 小 規 模 一 般
県小規模小口事業
県 小 規 模 特 小
県 特 別 対 策 資 金

〔市　　町　　制　　度〕
合 計

件　　　数
3

686
223
466
160
8
0

1,546  

件　　　数
190   
34
11
7
7
1
3
3
0
4
0
1
28
14
4
3
6
11
6
0
47  
3
1

393
103
256
125
65
338
60
12

1,546  

件　　　数
308
8
15
147
7
0
3
0
0
12
41
2
3
2
0
0
0
0
0
4
47
0
1
3
13
0

631
2
7
47
21
0

554
607

1,546

金　　　額
90,000

9,725,799
1,952,698
3,396,674
1,295,040
196,000

0 
16,656,211  

金　　　額
2,508,087  
700,430
98,150
49,100
26,900
25,000
5,000
55,000

0
116,600

0
10,000
371,798
264,979
18,000
135,000
111,000
191,200
48,000

0
281,930  
10,300
10,000

3,596,300
1,575,014
2,444,350
831,460

1,489,260
3,221,130
871,630
98,680

16,656,211  

金　　　額
6,068,529
272,000
336,000

3,013,540
166,000

0
14,000

0
0

285,000
251,500
95,000
7,500
50,000

0
0
0
0
0

125,000
1,130,000

0
80,000
51,489
191,500

0
8,188,368
16,000
25,100
282,160
62,250

0
7,802,858
2,399,314
16,656,211

構成比
0.5
58.4
11.7
20.4
7.8
1.2
―

100.0

構成比
15.0  
4.2
0.6
0.3
0.2
0.2
0.0
0.3
―
0.7
―
0.0
2.2
1.6
0.1
0.8
0.7
1.1
0.3
―
1.7 
0.1
0.1
21.6
9.5
14.7
5.0
8.9
19.3
5.2
0.6

100.0 

構成比
36.4 
1.6
2.0
18.1
1.0
―
0.1
―
―
1.7
1.5
0.6
0.0
0.3
―
―
―
―
―
0.8
6.8
―
0.5
0.3
1.1
― 

49.2 
―
0.2
1.7
0.3
―

47.0 
14.4
100.0

前年度比
7.7
9.0
8.8
9.1
8.3
43.7
―
9.0  

前年度比
8.8  
12.0
9.0
5.5
2.7
3.4
0.5
23.7
―

14.5
―

400.0
9.4
6.2
1.6
43.2
9.9
7.1
10.5
―
9.8
6.6
2.0
9.7
6.1
9.1
6.8
12.0
9.0
22.1
12.9
9.0 

前年度比
81.4 
52.3
78.7
134.4
67.5
―

10.3
―
―

72.9
85.1
58.6
―

555.6

―
―
―
―

625.0
59.3
―
7.5

125.6
―
― 
4.7  
―

425.4
160.9
67.9
―
4.4 

196.8
9.0

令和3年度業務実績

市町制度
14.4 普通保証

18.1

保証承諾状況
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金融機関群別代位弁済

業種別代位弁済

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）制度別代位弁済

金融機関群別保証債務残高

業種別保証債務残高

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）制度別保証債務残高

都市銀行 0.8

その他の産業 0.8

不動産業 3.0

政府系金融機関 0.4

信用組合
8.2

鉱業 0.3
農林漁業 0.1

飲食業 6.2

運送倉庫業 6.8

地方銀行
58.4第二

地方銀行
12.0

信用金庫
20.2

製造業
15.9

建設業
19.0

卸売業
13.1

小売業
14.5

サービス業
20.3

県特別対策資金
85.3

流動資産担保融資 0.3
特定社債 0.8

市町制度 2.7

カードローン 0.2

アタック 1.2
がんばる5000 0.7

事業再生計画実施関連 0.2
全国緊急 0.4

ＴＡＧ保証 0.8
危機関連保証 0.5

伴走特別 0.1
県短期 0.1

県小規模一般 0.5
県小規模小口事業 0.1

根保証 0.1

普通保証 5.2

経営安定関連 0.5
当座貸越 0.4

金　　融　　機　　関
都 市 銀 行
地 方 銀 行
第 二 地 方 銀 行
信 用 金 庫
信 用 組 合
政 府 系 金 融 機 関
農 業 協 同 組 合
合 計

業　　　　　　　　種
製 造 業

食 料 品
繊 維 品
木 材・木 製 品
家 具 ・ 建 具
紙 工 業
印 刷 製 本 業
化 学 工 業
石 油・石 炭 製 品
ゴム・プラスチック
ゴ ム 製 品 製 造 業
皮 革 工 業
窯 業
機 械
電 気 機 器
車 両
船 舶
金 属
ソ フ ト ウ ェ ア 業
情報処理サービス業
そ の 他 の 工 業

農 林 漁 業
鉱 業
建 設 業
卸 売 業
小 売 業
飲 食 業
運 送 倉 庫 業
サ ー ビ ス 業
不 動 産 業
そ の 他 の 産 業
合 計

制　　　　度　　　　名
〔協　　会　　制　　度〕

特 定 社 債
流動資産担保融資
普 通 保 証
根 保 証
特 別 小 口
経 営 安 定 関 連
創 業 関 連
長 期 経 営
当 座 貸 越
カ ー ド ロ ー ン
ア タ ッ ク
小 口 零 細 企 業
が ん ば る 5000
が ん ば る 500
事 業 再 生 円 滑 化
全 国 緊 急
震 災 緊 急
経 営 力 強 化 保 証
事業再生計画実施関連
Ｔ Ａ Ｇ 保 証
経 営 承 継 準 備
そ の 他

〔県　　　制　　　度〕
県 中 小 振 興
県 短 期
県 小 規 模 一 般
県小規模小口事業
県 小 規 模 特 小
県 特 別 対 策 資 金

〔市　　町　　制　　度〕
合 計

件　　　数
0
28
15
16
11
0
0  
70  

件　　　数
3   
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2  
0
0
19
7
19
5
0
17
0
0
70  

件　　　数
16
0
0
12
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
44
0
0
5
0
0
39
10
70

金　　　額
0

439,079
95,203
216,228
83,641

0
0 

834,151  

金　　　額
13,514  
9,969

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,545  
0
0

202,359
163,282
328,380
32,257

0
94,359

0
0

834,151  

金　　　額
207,134

0
0

120,848
0
0

13,620
0
0
0
0
0
0

13,600
0
0
0
0
0
0

59,066
0
0

603,218
0
0

33,263
0
0

569,955
23,799
834,151

構成比
―

52.7
11.4
25.9
10.0
―
―

100.0

構成比
1.6  
1.2
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
0.4 
―
―

24.2
19.6
39.4
3.9
0.0
11.3
―
―

100.0 

構成比
24.8 
―
0.0
14.5
―
―
1.6
―
―
―
―
―
―
1.6
―
―
―
―
―
―
7.1
―
― 

72.3 
―
―
4.0
―
―

68.3 
2.9

100.0

前年度比
―

136.4
96.5
109.0
173.7

―
―

124.4  

前年度比
11.2  
401.8

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

201.0
70.3
247.7
172.6

―
419.1

―
―

124.4 

前年度比
104.5 

―
―

196.9
―
―

28.7
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

136.0  
―
―

157.1
―
―

135.9 
82.9
124.4

金　　融　　機　　関
都 市 銀 行
地 方 銀 行
第 二 地 方 銀 行
信 用 金 庫
信 用 組 合
政 府 系 金 融 機 関
農 業 協 同 組 合
合 計

業　　　　　　　　種
製 造 業

食 料 品
繊 維 品
木 材・木 製 品
家 具 ・ 建 具
紙 工 業
印 刷 製 本 業
化 学 工 業
石 油・石 炭 製 品
ゴム・プラスチック
ゴ ム 製 品 製 造 業
皮 革 工 業
窯 業
機 械
電 気 機 器
車 両
船 舶
金 属
ソ フ ト ウ ェ ア 業
情報処理サービス業
そ の 他 の 工 業

農 林 漁 業
鉱 業
建 設 業
卸 売 業
小 売 業
飲 食 業
運 送 倉 庫 業
サ ー ビ ス 業
不 動 産 業
そ の 他 の 産 業
合 計

制　　　　度　　　　名
〔協　　会　　制　　度〕

特 定 社 債
流動資産担保融資
普 通 保 証
根 保 証
特 別 小 口
経 営 安 定 関 連
創 業 関 連
長 期 経 営
当 座 貸 越
カ ー ド ロ ー ン
ア タ ッ ク
小 口 零 細 企 業
が ん ば る 5000
が ん ば る 500
事 業 再 生 円 滑 化
全 国 緊 急
震 災 緊 急
経 営 力 強 化 保 証
事業再生計画実施関連
Ｔ Ａ Ｇ 保 証
経 営 承 継 準 備
危 機 関 連 保 証
承 継 特 別
伴 走 特 別
そ の 他

〔県　　　制　　　度〕
県 中 小 振 興
県 短 期
県 小 規 模 一 般
県小規模小口事業
県 小 規 模 特 小
県 特 別 対 策 資 金

〔市　　町　　制　　度〕
合 計

件　　　数
46

6,642
2,256
3,814
1,457
47
0  

14,262  

件　　　数
1,946   
321
75
58
98
31
85
12
1
34
5
7

296
189
77
13
52
154
35
7

396  
12
19

3,081
1,271
2,288
1,537
565

2,937
464
142

14,262  

件　　　数
1,217
38
18
661
9
0
47
0
1
25
77
97
4
94
0
0
30
0
2
15
60
1
20
4
11
3

10,805
22
4

311
125
1

10,342
2,240
14,262

金　　　額
1,582,300

114,751,389
23,528,588
39,636,683
16,055,915
803,287

0 
196,358,162  

金　　　額
31,264,532  
6,281,429
1,122,428
831,414

1,086,303
793,730

1,087,843
276,986
4,600

894,601
83,856
145,688

4,652,893
4,557,958
1,308,965
347,061

1,205,022
3,020,457
485,996
69,411

3,007,891  
138,284
579,202

37,383,173
25,802,352
28,534,143
12,156,857
13,335,775
39,742,510
5,902,095
1,519,239

196,358,162  

金　　　額
22,249,103
1,615,200
575,194

10,121,156
224,992

0
747,984

0
38,000
682,999
461,521

2,396,927
5,360

1,441,252
0
0

709,390
0

20,079
450,921

1,485,059
87,612
967,297
63,826
127,849
26,485

168,836,451
97,958
9,451

1,025,249
251,333
1,050

167,451,410
5,272,608

196,358,162

構成比
0.8
58.4
12.0
20.2
8.2
0.4
―

100.0

構成比
15.9  
3.2
0.6
0.4
0.6
0.4
0.6
0.1
0.0
0.5
0.0
0.1
2.4
2.3
0.7
0.2
0.6
1.5
0.2
0.0
1.5 
0.1
0.3
19.0
13.1
14.5
6.2
6.8
20.3
3.0
0.8

100.0 

構成比
11.3 
0.8
0.3
5.2
0.1
―
0.4
―
0.0
0.4
0.2
1.2
0.0
0.7
―
―
0.4
0.0
0.0
0.2
0.8
0.0
0.5
0.0
0.1
0.0 
86.0 
0.0
0.1
0.5
0.1
0.0
85.3 
2.7

100.0

前年度比
92.0
96.7
97.0
96.8
94.6
83.5
―

96.5  

前年度比
98.5  
100.9
96.4
102.4
94.3
95.3
93.8
112.4
79.3
103.3
130.0
99.1
96.4
100.3
94.0
107.1
95.0
99.1
103.8
88.0
96.9
103.1
113.5
93.3
95.1
95.2
98.7
96.8
98.8
98.4
94.7
96.5 

前年度比
94.2 
109.8
96.6
97.0
109.2

―
82.1
―

100.0
93.3
93.0
94.3
123.4
82.4
―
―

87.6
0.0
85.6
103.4
70.8
92.3
106.5
157.4

―
95.4 
96.6  
86.0
160.7
88.4
85.1
48.3
96.7 
103.2
96.5

代位弁済状況保証債務残高状況

地方銀行
52.7

信用金庫
25.9

飲食業 3.9

小売業
39.4

サービス業 11.3

製造業 1.6

建設業
24.2

卸売業
19.6

県特別対策資金
68.3

普通保証
14.5

県小規模一般4.0

ＴＡＧ保証7.1

がんばる5000 1.6

経営安定関連1.6
市町制度 2.9

信用組合
10.0

第二地方銀行 11.4
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東松浦郡
玄海町

唐津市

佐賀市

神埼市

神埼郡

上峰町

鳥栖市

基山町
三養基郡

伊万里市

西松浦郡
有田町

武雄市

嬉野市

白石町

大町町 江北町

多久市
小城市

鹿島市

県　界

市町界

藤津郡
太良町

杵島郡

み
や
き
町

吉
野
ヶ
里
町

三
養
基
郡

唐津市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市
東松浦郡、西松浦郡、藤津郡、杵島郡

事務所

唐津市大名小路１番５４号   
唐津商工会館（唐津商工会議所内）   
ＴＥＬ：０９５５－７２－５１４１
保証協会債権回収株式会社 ≪保証協会サービサー≫ 
《佐賀営業所》ＴＥＬ：０９５２－２４－８３６１・ ＦＡＸ：０９５２－２４－438８
 http：//www.cgcservicer.co.jp

〒８４０－８６８９　佐賀市白山二丁目１番１２号（佐賀商工ビル内）
《代　　　表》ＴＥＬ：０９５２－２４－４３４1
《総　務　課》
《企画情報課》
《保 証 一 課》
《保 証 二 課》
《経営支援課》
《管　理　課》

ＴＥＬ：０９５２－２４－４３４０ ・ ＦＡＸ：０９５２－２３－３５３２
ＴＥＬ：０９５２－２４－４３３０ ・ ＦＡＸ：０９５２－２４－４３８７
ＴＥＬ：０９５２－２４－４３４２ ・ ＦＡＸ：０９５２－２４－５６９８
ＴＥＬ：０９５２－２４－４３４３ ・ ＦＡＸ：０９５２－２４－５６９８
ＴＥＬ：０９５２－２４－４３５０ ・ ＦＡＸ：０９５２－２４－５６９８
ＴＥＬ：０９５２－２４－４３４４ ・ ＦＡＸ：０９５２－２９－４８７７

唐　津
連絡所

関  連
会  社

保 証 二 課

県内一円

経営支援課

【担当地区】

佐賀市、鳥栖市、小城市、神埼市、多久市
神埼郡、三養基郡

保 証 一 課

令和4年8月
佐賀県信用保証協会　総務部企画情報課
〒８４０-８６８９ 佐賀市白山二丁目１番１２号（佐賀商工ビル内）

DISCLOSURE
2022

０９５２－２４－４３3０
http://www.saga-cgc.oｒ.ｊｐ/

◇発行年月
◇発　　行
◇住　　所

◇電　　話
◇ホームページ

佐賀銀行

至長崎

どん3の森

至武雄 国道207号線

西友 佐賀市役所

佐賀中央郵便局

県立図書館県庁

至鳥栖

佐賀県信用保証協会

佐賀玉屋 N

ハローワーク

至佐賀空港

JR佐賀駅

（佐賀商工ビル2・3F）

至佐賀・大和I.C

西
部
環
状
線

（令和４年５月20日現在）

事業計画、報告・予算・決算
人事・給与・研修

企画・広報
システム設計、運用・
プログラム開発、修正・諸統計の管理

保証業務の企画
保証申込受付・保証書の発行
保証推進、審査

保証業務の企画・信用保険関係
保証申込受付・保証書の発行
保証推進、審査

経営再生支援関係
創業支援関係
再生審査会の運営
期中管理・代位弁済の審査履行
保険金の請求・受領

求償権の管理・回収

総　務　課

企画情報課

保 証 一 課

保 証 二 課

管　理　課

経営支援課

総  務  部

保  証  部

経営支援部

会　　長 専務理事 常務理事

理事会

常勤監事

（令和4年4月1日現在）

佐賀県信用保証協会役員

佐賀県信用保証協会機構図

担当地区と事務所のご案内
役 員 名
会　長
専務理事
常務理事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
監　事
監　事
監　事

氏　　名
池　田　英　雄
石　井　祐次郎
山　口　康　郎
寺　島　克　敏
坂　口　祐　樹
坂　井　英　隆
武　廣　勇　平
坂　井　秀　明
二　宮　洋　二
松　永　　　功
栢　森　　　久
新　谷　紀　明
陣　内　　　博
内　田　　　健
峰　　　英太郎
枝　吉　眞喜子
岩　瀬　豊　美
吉　田　直　史
小　野　紗矢香
松　本　さぎり

就任年月日
R1.9.1

R2.9.1

H29.10.6

R2.4.9

R4.5.20

R4.1.15

H31.2.22

H30.4.2

H26.7.23

R2.7.15

R1.6.20

R2.4.9

R1.11.12

H22.5.25

H30.6.27

H29.9.1

H29.9.1

R2.9.1

R3.8.28

H30.4.1

備　　　　　考
常勤

常勤

常勤

非常勤　佐賀県産業労働部長

非常勤　佐賀県県議会議員

非常勤　佐賀市長

非常勤　上峰町長

非常勤　佐賀銀行取締役頭取

非常勤　佐賀共栄銀行取締役頭取

非常勤　佐賀県信用金庫協会会長

非常勤　佐賀県信用組合協会会長

非常勤　商工組合中央金庫佐賀支店長

非常勤　佐賀県商工会議所連合会会長

非常勤　佐賀県中小企業団体中央会会長

非常勤　佐賀県商工会連合会会長

非常勤　㈱サガシキ　取締役

非常勤　大和産業㈱　代表取締役

常勤

非常勤　弁護士

非常勤　公認会計士
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